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四日市市農業集落排水事業経営戦略 
【令和７年度改訂版】  

 

 

団 体 名 ： 四日市市上下水道局 

事 業 名 ： 四日市市農業集落排水事業 

策 定 日 ： 令和元年 7 月（改訂：令和 7 年 8 月） 

計 画 期 間 ： 令和元年度 ～ 令和 10 年度 

 

１．事業概要                                            
 

（１）事業の現況 

 ①施設         （令和 6 年度末時点） 

供用開始年度 昭和５４年度 
法適（全部・財務） 

・非適の区分 

令和 6 年度から 

全部適用 

処理区域内人口密度 18.9 人/ha 
流域下水道等への 

接続の有無 
有り 

処理区数 
1１処理区（小牧南、狭間、水沢野田、水沢東、堂ヶ山、北小

松、鹿間、水沢中部、小西、水沢東部、和無田） 

処理場数 
11 処理区（小牧南、狭間、水沢野田、水沢東、堂ヶ山、北小

松、鹿間、水沢中部、小西、水沢東部、和無田） 

広域化・共同化・最適化 令和 3 年度に県地区を北勢沿岸流域下水道に接続済 

 

②使用料 

一般家庭用使用料体系の 

概要・考え方 

基本料として 1 世帯 2，000 円/月 従量分として 

1 人当たり 500 円/月 を使用料としています。(税抜） 
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 ③組織 

職員数 
4 人（下水道を含む生活排水処理に係る職員数 87 人） 

                 

事業運営組織 

平成 19 年度から生活排水処理事業部門(浄化槽、農業集落排水、コミ

ニティ・プラント）を上下水道局へ集約し事務の効率化を図っていま

す。 

 

（２）民間活力の活用等 

民間活用の状況 
民間委託 

（包括的民間委託を含む） 
運転維持管理を民間委託 

 

２．経営の基本方針                                        

 

 四日市市の農業集落排水事業は昭和５２年度に県地区の着手に始まり、平成２７年度

の和無田地区の整備で完了しました。今後は、既存施設の老朽化により多額の更新費用

が必要となります。また、使用料収入は、人口減少に伴い減少することは必至であり、

厳しい経営環境にあります。 

しかしながら、農業集落排水事業は農村集落に欠かせないインフラであることから、

経営の効率性を高め費用の削減に努めるとともに、既存施設を適切な状態で維持し、持

続可能な市民サービスの提供を目指し、農業集落排水事業の経営方針と基本方針を次の

ように掲げます。 

 ＜経営方針＞ 

 『ひと・まち・みずが共生する都市基盤づくり』 

 ＜基本方針＞ 

○自然環境の調和 

 浄化センターにて安定して汚水を処理することにより水質を改善し、用排

水路や河川の水環境を保全します。 

 ○持続的なサービス提供 

 農業集落排水管渠や施設のリスク評価を行い、適切な老朽化対策を行うことにより、

健全な状態で施設を維持し、恒久的に農村生活環境の改善に寄与します。 
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３．投資・財政計画（収支計画）                                 

 

（１）投資・財政計画（収支計画）： 別紙のとおり 

概要 

 人口減少に伴い農業集落排水使用料が減少するなか、維持管理費が増加す

るなど厳しい経営環境により繰入金も増加する傾向にありますが、収支の均

衡を図るべく努めます。 

 なお、平成２７年度に全１１地区の整備を完了したため、新たな投資計画

はありません。 

 

 

 
※ 維持管理費 + 利息 + 償還金・・・ 収益的支出 - 営業外費用その他 

※ 繰入金・・・ 収益的収入他会計繰入金  

 

  

法適 
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（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

 ①収支計画のうち投資についての説明 

投資の 

考え方 

整備完了しているため、新規施設建設はありません。施設更新は機器の状

態を確認して延命化して L C C
ライフサイクルコスト

が最小になるよう計画しています。 

 県地区の処理施設は、北勢沿岸流域下水道（北部処理区）の幹線が近くに

あるため、機器の大規模更新を行わずに、公共下水道への統合が優位である

ことから、下水道への統合を完了しました。 

平成２９年度策定の最適整備構想（ストックマネジメント計画）において、

健全度評価を基に改築更新時期を算定し、投資費用を見込んでいる。事業実

施においては継続的な維持管理を行うなかで状況を見ながら平準化を図って

いきます。 

 

 ② 収支計画のうち財源についての説明 

財源の 

積算の 

考え方 

使用料 

 三重県の都道府県構想にあたる生活排水処理施設整備計

画（アクションプログラム）において、将来の接続人口を

推定しています。この推定値をもとに使用料収入を推計し

ています。 

一般会計からの

繰入金 

 収益的収支、資本的収支ともに収支差引が０になるよう

一般会計から繰入を予定しています。 

 

③ 収支計画のうち投資以外の経費についての説明 

投資以外 

の経費の 

積算の 

考え方 

 営業費用のその他の計画値については、委託料、修繕費、動力費は、過去

の実績を踏まえ、平成 30 年度以後も引き続き予算値から１％ずつ増加を見

込んでいましたが、物価・人件費高騰を考慮し、令和 6 年度決算値を基準と

して、人件費・委託料は 3％ずつ増加を見込んでいます。   

また、県地区が公共下水道に統合した令和３年度以降は、県地区分の費 

用を削減しました。 
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 

① 投資について検討状況等 

広域化・共同化・最適化に関

する事項 

農業集落排水事業については、地理的条件による技術

的課題、公共下水道へ統合した場合の経営に及ぼす影響、

災害時のリスク分散等も考慮し、より最適な整備手法を

検討する必要があります。 

民間活力の活用に関する事項 

（PPP/PFI など） 

 既存施設については既に民間に維持管理を委託してい

ます。更なる効率化のため、管路施設について令和 10

年度からウォーターPPP を導入します。 

 

② 今後の財源についての考え方・検討状況 

使用料の見直しに関する事項 

 農業集落排水事業は、令和 6 年度から公営企業会計が

適用され、経営状況が明確化されました。 

現状は、農業集落排水使用料のみでは、費用を賄えて

おらず、費用の多くを一般会計からの繰入金で賄ってい

る状態ですが、農業集落排水事業は、農業用用水の水質

保全及び農村集落の生活環境の改善を図り、併せて、公

共水域の保全を図り、農村社会の形成及び循環型社会の

構築に資することを目的とした事業のため、当面は使用

料の見直しは想定しておりません。 

 

４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項                       

 

経営戦略の事後検証、 

更新等に関する事項 

 経営戦略の 10 か年を前期（3 年）、中期（3 年）、 

後期（4 年）に分けて、期末ごとに見直しを図る。 
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